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（
一
）

札
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〇
二
〇
年
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月
）

〈
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注
〉

『
封
氏
聞
見
記
』
訳
注
（
七
）

髙
瀬　

奈
津
子
・
江
川　

式
部

本
稿
は
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
唐
の
封
演
が
撰
し
た
『
封
氏
聞
見
記
』
巻
四
の
訳
注
を
行
う
。
巻
四
の
う
ち
、
本
稿
で
は
運
次
と
降
誕
の
訳
注
を
行
う
。

〔
一
〕『
封
氏
聞
見
記
』
卷
四
・
運
次

【
原
文
】

　

自
古
帝
王
五
運
之
次
、
凡
二
説
。
鄒
衍
則
以
五
行
相
勝
爲
義
、
劉
向
則
以
五
行
相
生
爲
義
。
漢
魏
共
遵
劉
説
。
國
家
承
隨
氏
火
運
、
故
爲
土
德
。
衣
服
尚
黄
、

旗
幟
尚
赤
、常
服
赭
赤
也
。
赭
黄
、黄
色
之
多
赤
者
、或
謂
之
柘
木
染
、義
無
所
取
。
高
宗
時
、王
勃
著
大
唐
千
年
歷
、「
國
家
土
運
、當
承
漢
氏
火
德
。
上
自
曹
魏
、

下
自
隨
室
、
南
北
兩
朝
、
咸
非
一
統
、
不
得
承
五
運
之
次
。」
勃
言
迂
闊
、
未
爲
當
時
所
許
。
天
寶
中
、
升
平
既
久
、
上
書
言
事
者
、
多
爲
詭
異
、
以
希
進
用
。

有
崔
昌
以
勃
舊
説
遂
以
上
聞
、
元
宗
納
焉
。
下
詔
以
唐
承
漢
、
自
隨
以
前
歷
代
帝
王
皆
屛
黜
之
、
更
以
周
漢
爲
二
王
後
。
二
歳
、
禮
部
試
天
下
、
造
秀
作
土
德

惟
新
賦
、
則
其
事
也
。
及
楊
國
忠
秉
政
、
自
以
隨
氏
之
宗
、
乃
追
貶
崔
昌
幷
當
時
議
者
、
而
復
酅
介
二
公
焉
。
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（
二
）

【
訓
読
】

古
よ
り
帝
王
五
運
の
次
は
、
凡
そ
二
説
あ
り
（
一
）。
鄒
衍
は
則
ち
五
行
相
勝
を
以
て
義
と
為
し
（
二
）、
劉
向
は
則
ち
五
行
相
生
を
以
て
義
と
為
す
（
三
）。

漢
魏
は
共
に
劉
説
に
遵
う
（
四
）。
国
家
は
隨
（
隋
）
氏
の
火
運
を
承
け
（
五
）、
故
に
土
徳
と
為
す
。
衣
服
黄
を
尚
び
、
旗
幟
赤
を
尚
び
、
常
服
は
赭
赤
な
り

（
六
）。
赭
黄
、
黄
色
の
赤
多
き
者
な
り
、
或
い
は
之
れ
柘
木
も
て
染
め
る
と
謂
う
も
、
義
取
る
所
無
し
。
高
宗
の
時
、
王
勃
『
大
唐
千
年
暦
』
を
著
し
、「
国

家
土
運
、
当
に
漢
氏
の
火
徳
を
承
く
。
上
は
曹
魏
自
り
、
下
は
隨
（
隋
）
室
自
り
、
南
北
両
朝
、
咸
な
一
統
に
非
ず
、
五
運
の
次
を
承
く
る
を
得
ず
」
と
（
七
）。

勃
の
言
は
迂
闊
に
し
て
、
未
だ
当
時
の
許
す
所
と
為
さ
ず
。
天
宝
中
（
七
四
二
〜
七
五
六
）、
升
平
既
に
久
し
。
上
書
も
て
事
を
言
う
者
は
多
く
詭
異
を
為
り
、

以
て
進
用
を
希
む
。
崔
昌
な
る
も
の
有
り
勃
の
旧
説
を
以
て
遂
に
以
て
上
聞
す
。
元
宗
（
玄
宗
）
焉
を
納
め
、
詔
を
下
し
唐
は
漢
を
承
く
る
を
以
て
、
隨
（
隋
）

自
り
以
前
の
歴
代
帝
王
は
皆
之
を
屛
黜
し
、
更
む
る
に
周
漢
を
以
て
二
王
の
後
と
為
す
（
八
）。
二
歳
、
礼
部
は
天
下
を
試
み
、
秀
作
の
土
徳
惟
新
賦
を
造
ら

し
む
る
は
、
則
ち
其
の
事
な
り
（
九
）。
楊
国
忠
政
を
秉
る
に
及
ん
で
、
自
ら
隨
（
隋
）
氏
の
宗
な
る
を
以
て
、
乃
ち
崔
昌
幷
び
に
当
時
の
議
者
を
追
貶
し
、

而
し
て
酅
・
介
二
公
に
復
す
（
一
〇
）。

【
註
釈
】

（
一
）
古
よ
り
帝
王
五
運
の
次
は
、
凡
そ
二
説
あ
り
。　
　
「
五
運
」
と
は
、
五
行
の
運
行
の
こ
と
。
そ
の
順
序
に
は
相
勝
（
土
・
木
・
金
・
水
・
火
）
と
相
生
（
木
・

火
・
土
・
金
・
水
）
と
が
あ
る
。
王
朝
交
替
の
原
理
と
し
て
提
唱
さ
れ
、
歴
代
の
王
朝
は
相
勝
あ
る
い
は
相
生
の
順
に
五
行
の
い
ず
れ
か
の
徳
を
受
け
て
帝
位

に
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
二
）
鄒
衍
は
則
ち
五
行
相
勝
を
以
て
義
と
為
し　
　
「
鄒
衍
」（
生
没
年
不
詳
）
は
戦
国
時
代
の
斉
の
臨
淄
（
現
在
の
山
東
省
）
の
人
で
、陰
陽
家
の
思
想
家
で
、

孟
子
よ
り
や
や
後
の
こ
ろ
人
。
鄒
衍
は
、
王
朝
の
交
替
、
歴
史
の
変
遷
を
土
、
木
、
金
、
火
、
水
と
い
う
五
徳
の
循
環
に
よ
っ
て
説
明
す
る
、
五
行
相
勝
説
（
相

剋
、
ま
た
は
五
徳
終
始
説
）
を
と
な
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
木
は
土
に
勝
ち
、
金
は
木
に
勝
ち
、
火
は
金
に
勝
ち
、
水
は
火
に
勝
ち
、
土
は
水
に
勝
つ
」
と
さ
れ
、

土
徳
に
あ
た
る
黄
帝
の
次
は
木
徳
に
当
た
る
夏
王
朝
が
興
り
、
夏
王
朝
の
次
は
金
徳
に
当
た
る
殷
王
朝
が
興
り
、
殷
王
朝
の
次
に
は
火
徳
に
当
た
る
周
王
朝
が

興
り
、
周
に
代
わ
っ
て
天
下
を
統
一
す
る
の
は
水
徳
の
王
朝
（
秦
）
で
あ
る
、
と
説
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
巻
二
五
上
・
郊
祀
志
上
に
、
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（
三
）

自
斉
威
・
宣
時
、
騶
子
之
徒
論
著
終
始
五
徳
之
運
、
及
秦
帝
而
斉
人
奏
之
、
故
始
皇
采
用
之
。

と
あ
り
、「
騶
子
之
徒
論
著
終
始
五
德
之
運
」
の
注
に
、

如
淳
曰
、「
今
其
書
有
五
徳
終
始
。
五
徳
各
以
所
勝
為
行
。
秦
謂
周
為
火
徳
、
滅
火
者
水
、
故
自
謂
水
徳
。」
師
古
曰
、「
騶
子
卽
騶
衍
。」

と
あ
る
。

（
三
）
劉
向
は
則
ち
五
行
相
生
を
以
て
義
と
為
す
。
　　

劉
向
（
前
七
九
或
い
は
七
七
―
前
八
或
い
は
六
）
は
、
本
名
は
更
生
、
成
帝
の
即
位
後
に
向
と
改
名
。

字
は
子
政
、
沛
（
現
在
の
江
蘇
省
沛
県
）
の
人
。
漢
の
高
祖
劉
邦
の
弟
楚
元
王
交
の
子
孫
。
成
帝
の
時
、
外
戚
の
横
暴
を
牽
制
し
、
天
子
の
鑑
戒
と
も
な
る
よ

う
上
古
か
ら
秦
漢
に
至
る
符
瑞
災
異
の
記
録
を
集
成
し
て
『
洪
範
五
行
伝
論
』
一
一
篇
を
著
し
て
上
奏
す
る
。
そ
の
他
に
『
列
女
伝
』・『
説
苑
』・『
新
序
』
等

の
著
作
が
あ
る
。『
漢
書
』
巻
三
六
に
列
伝
が
あ
る
。
五
行
相
生
と
は
、
相
勝
説
と
は
異
な
り
、
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
各
元
素
が
順
々
に
、「
水
は
木
を
生

み
、
木
は
火
を
生
み
、
火
は
土
を
生
み
、
土
は
金
を
生
み
、
金
は
水
を
生
む
と
い
う
よ
う
に
、
前
者
が
後
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
循
環
す
る
と
説
い
た
。

（
四
）
漢
魏
は
共
に
劉
説
に
遵
う　
　
『
漢
書
』
巻
二
五
下
・
郊
祀
志
下
に
、

賛
曰
、
漢
興
之
初
、
庶
事
草
創
、
唯
一
叔
孫
生
略
定
朝
廷
之
儀
。
若
乃
正
朔
服
色
郊
望
之
事
、
数
世
猶
未
章
焉
。
至
於
孝
文
、
始
以
夏
郊
、
而
張
倉
據
水
徳
、

公
孫
臣
・
賈
誼
更
以
為
土
徳
、
卒
不
能
明
。
孝
武
之
世
、
文
章
為
盛
、
太
初
改
制
、
而
兒
寛
・
司
馬
遷
等
、
猶
從
（
公
孫
）
臣
・（
賈
）
誼
之
言
、
服
色
数
度
、

遂
順
黄
徳
。
彼
以
五
徳
之
伝
従
所
不
勝
、
秦
在
水
徳
、
故
謂
漢
拠
土
而
克
之
。
劉
向
父
子
以
為
帝
出
於
震
，
故
包
羲
氏
始
受
木
徳
、
其
後
以
母
伝
子
、
終

而
復
始
、
自
神
農
・
黄
帝
下
、
歴
唐
虞
三
代
而
漢
得
火
焉
。
故
高
祖
始
起
、
神
母
夜
号
、
著
赤
帝
之
符
、
旗
章
遂
赤
、
自
得
天
統
矣
。
…

と
あ
る
。
前
漢
で
は
当
初
、
相
勝
説
に
よ
っ
て
水
徳
の
秦
の
次
で
あ
る
土
徳
と
し
て
い
た
が
、
劉
向
・
劉
歆
親
子
は
火
徳
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
は
、
次
の
後
漢
の
光
武
帝
の
時
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
巻
一
・
光
武
帝
紀
・
建
武
二
年
（
二
六
）
正
月
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
建
武
）
二
年
正
月
…
壬
子
、
起
高
廟
、
建
社
稷
於
洛
陽
、
立
郊
兆
于
城
南
、
始
正
火
徳
、
色
尚
赤
。

（
五
）
国
家
は
隋
氏
の
火
運
を
承
け　
　

隋
の
火
徳
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
巻
六
〇
・
崔
仲
方
伝
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

会
帝
崩
、
高
祖
為
丞
相
、
與
仲
方
相
見
、
握
手
極
歓
、
仲
方
亦
帰
心
焉
。
其
夜
上
便
宜
十
八
事
、
高
祖
並
嘉
納
之
。
又
見
衆
望
有
帰
、
陰
勧
高
祖
応
天
受
命
、

高
祖
従
之
。
及
受
禅
、上
召
仲
方
與
高
熲
議
正
朔
服
色
事
。
仲
方
曰
、「
晋
為
金
行
、後
魏
為
水
、周
為
木
。
皇
家
以
火
承
木
、得
天
之
統
。
又
聖
躬
載
誕
之
初
、
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（
四
）

有
赤
光
之
瑞
、
車
服
旗
牲
、
並
宜
用
赤
。」
又
勧
上
除
六
官
、
請
依
漢
・
魏
之
旧
。
上
皆
従
之
。
進
位
上
開
府
、
尋
転
司
農
少
卿
、
進
爵
安
固
県
公
。

（
六
）
衣
服
黄
を
尚
び
、
旗
幟
赤
を
尚
び
、
常
服
は
赭
赤
な
り
。　
　

こ
こ
の
「
常
服
」
は
皇
帝
が
日
常
的
に
着
る
衣
服
の
こ
と
。
唐
代
の
皇
帝
が
着
用
す
る

常
服
に
は
色
が
決
ま
っ
て
お
り
、
皇
帝
の
み
が
使
え
る
色
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
旧
唐
書
』
巻
四
十
五
・
輿
服
志
・
天
子
衣
服
条
に
、

其
常
服
、
赤
黄
袍
衫
、
折
上
頭
巾
、
九
環
帯
、
六
合
靴
，
皆
起
自
魏
・
周
、
便
於
戎
事
。
自
貞
観
已
後
、
非
元
日
冬
至
受
朝
及
大
祭
祀
、
皆
常
服
而
已
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻
・
輿
服
志
・
讌
服
条
に
は
、

武
徳
初
、
因
隋
旧
制
、
天
子
讌
服
、
亦
名
常
服
、
唯
以
黄
袍
及
衫
、
後
漸
用
赤
黄
、
遂
禁
士
庶
不
得
以
赤
黃
為
衣
服
雑
飾
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
色
は
赤
み
が
か
っ
た
黄
色
で
あ
っ
た
。
本
文
の
「
赭
赤
」
は
こ
の
「
赤
黄
」
で
あ
る
。

（
七
）
高
宗
の
時
、
王
勃
『
大
唐
千
年
…
…
五
運
の
次
を
承
く
る
を
得
ず
」
と
。
　　
「
高
宗
」
は
唐
の
第
三
代
皇
帝
高
宗
李
治
（
在
位
六
四
九
〜
六
八
三
）
の

こ
と
。「
王
勃
」（
六
四
九
？
－
六
七
六
年
？
）
は
、
字
は
子
安
、
絳
州
竜
門
（
現
在
の
山
西
省
運
城
市
河
津
市
）
の
人
。
初
唐
の
詩
人
で
、
楊
炯
・
盧
照
鄰
・

駱
賓
王
と
と
も
に
「
初
唐
の
四
傑
」
と
称
せ
ら
れ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
〇
上
・
文
苑
伝
上
、『
新
唐
書
』
巻
二
〇
一
・
文
芸
伝
上
に
そ
れ
ぞ
れ
列
伝
が
あ
る
。

彼
の
『
大
唐
千
年
暦
』
は
、『
新
唐
書
』
巻
五
九
・
芸
文
志
三
に
「
王
勃
千
歳
暦
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
巻
亡
」
と
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
、『
旧

唐
書
』
巻
一
九
〇
上
・
文
苑
伝
上
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

勃
文
章
邁
捷
、下
筆
則
成
、尤
好
著
書
、撰
周
易
発
揮
五
巻
及
次
論
等
書
数
部
、勃
亡
後
、並
多
遺
失
。
有
文
集
三
十
巻
。
勃
聰
警
絶
衆
、於
推
歩
暦
算
尤
精
、

嘗
作
大
唐
千
歳
暦
，言
唐
徳
霊
長
千
年
、不
合
承
周
・
隋
短
祚
。
其
論
大
旨
云
、「
以
土
王
者
、五
十
代
而
一
千
年
。
金
王
者
、四
十
九
代
而
九
百
年
。
水
王
者
、

二
十
代
而
六
百
年
。
木
王
者
、
三
十
代
而
八
百
年
。
火
王
者
、
二
十
代
而
七
百
年
。
此
天
地
之
常
期
、
符
暦
之
数
也
。
自
黄
帝
至
漢
、
並
是
五
運
真
主
。

五
行
已
遍
、
土
運
復
帰
、
唐
徳
承
之
、
宜
矣
。
魏
・
晋
至
于
周
・
隋
、
咸
非
正
統
、
五
行
之
沴
気
也
、
故
不
可
承
之
。」
大
率
如
此
。

（
八
）
天
宝
中
、升
平
既
に
久
し
。
上
…
…
周
漢
を
以
て
二
王
の
後
と
為
す
。
　　
「
天
宝
」
は
玄
宗
期
の
年
号
で
、西
暦
七
四
二
〜
七
五
六
年
。「
元
宗
」
と
は
、

唐
の
第
六
代
玄
宗
李
隆
基
（
在
位
七
一
二
〜
七
五
六
）
の
こ
と
。『
新
唐
書
』
巻
二
〇
一
・
文
芸
伝
上
・
王
勃
伝
に
、

天
宝
中
、
太
平
久
、
上
言
者
多
以
詭
異
進
、
有
崔
昌
者
采
勃
旧
説
、
上
五
行
応
運
暦
、
請
承
周
・
漢
、
廃
周
・
隋
為
閏
、
右
相
李
林
甫
亦
賛
佑
之
。
集
公

卿
議
可
否
、
集
賢
学
士
衛
包
・
起
居
舍
人
閻
伯
璵
上
表
曰
、「
都
堂
集
議
之
夕
、
四
星
聚
於
尾
、
天
意
昭
然
矣
。」
於
是
玄
宗
下
詔
以
唐
承
漢
、
黜
隋
以
前
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帝
王
、
廃
介
・
酅
公
、
尊
周
・
漢
為
二
王
後
、
以
商
為
三
恪
、
京
城
起
周
武
王
・
漢
高
祖
廟
。
授
崔
昌
太
子
賛
善
大
夫
、
衛
包
司
虞
員
外
郎
。

と
あ
る
。
ま
た
、『
旧
唐
書
』
巻
二
四
・
礼
儀
志
四
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
天
宝
）
九
載
九
月
、
処
士
崔
昌
上
大
唐
五
行
応
運
暦
、
以
王
者
五
十
代
而
一
千
年
、
請
国
家
承
周
・
漢
、
以
周
・
隋
為
閏
。
十
一
月
、
敕
、「
唐
承
漢
後
、

其
周
武
王
・
漢
高
祖
同
置
一
廟
并
官
吏
。」

　

ま
た
、「
二
王
」
と
は
、
現
王
朝
が
そ
の
前
二
代
の
王
朝
の
子
孫
に
王
や
公
な
ど
の
爵
位
と
封
邑
を
与
え
、
そ
の
王
朝
の
宗
廟
を
祀
り
、
正
朔
服
色
を
行
う

こ
と
を
許
し
た
。
も
と
も
と
は
、
周
が
夏
の
子
孫
を
「
杞
」、
殷
の
子
孫
を
「
宋
」
に
そ
れ
ぞ
れ
封
建
し
、「
二
王
」
と
し
て
礼
遇
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。『
唐

会
要
』
巻
二
十
四
・
二
王
三
恪
条
に
よ
る
と
、

武
徳
元
年
（
六
一
八
）
五
月
二
十
三
日
、詔
曰
、革
命
創
業
、礼
学
変
于
三
王
。
修
廃
継
絶
、徳
沢
隆
于
二
代
。
是
以
鳴
条
克
罰
、杞
用
夏
郊
。
牧
野
降
休
、

宋
承
殷
祀
。
爰
及
魏
晋
、
禅
代
相
仍
、
山
陽
賜
号
于
当
塗
、
陳
留
受
封
于
典
午
。
上
天
迴
睠
、
授
暦
朕
躬
、
隋
氏
順
時
、
遜
其
宝
位
。
敬
承
休
命
、
敢
不

対
揚
、
永
作
我
賓
、
宜
開
土
宇
。
其
以
莒
之
酅
邑
、
奉
隋
帝
為
酅
公
、
行
隋
正
朔
、
車
旗
服
色
、
一
依
旧
章
、
仍
立
周
後
介
国
公
、
共
為
二
王
後
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
と
隋
を
二
王
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
永
淳
元
年
（
六
八
二
）
十
一
月
一
日
に
は
、
周
王
朝
と
漢
王
朝
を
二
王
と
す
る
と
改
め
た
が
、
神

龍
元
年
（
七
〇
五
）
五
月
十
日
に
再
び
北
周
と
隋
を
二
王
後
と
し
た
（『
唐
会
要
』
巻
二
十
四
・
二
王
三
恪
条
）。
こ
の
時
は
そ
れ
に
続
く
変
更
と
な
っ
た
。

（
九
）
二
歳
、
礼
部
は
天
下
を
試
み
、
秀
作
土
徳
惟
新
賦
を
造
ら
し
む
る
は
、
則
ち
其
の
事
な
り
。　
　
「
礼
部
」
と
は
、
尚
書
省
六
部
の
礼
部
の
こ
と
。
唐
代

の
科
挙
で
は
、
開
元
二
十
四
年
よ
り
礼
部
が
試
験
を
担
当
し
た
。
科
挙
の
進
士
科
の
試
験
科
目
に
は
詩
賦
の
創
作
も
あ
り
、
試
験
で
は
、
題
目
を
与
え
て
詩
賦

を
作
ら
せ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
礼
部
が
進
士
科
の
試
験
で
「
土
徳
惟
新
賦
」
を
作
ら
せ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
）
楊
国
忠
政
を
秉
る
に
及
ん
で
、
…
…
追
貶
し
、
而
し
て
酅
・
介
二
公
に
復
す　
　
「
楊
国
忠
」（
？
〜
七
五
六
）
は
、
唐
の
玄
宗
期
の
権
臣
。
本
名
は
釗
、

の
ち
に
玄
宗
よ
り
国
忠
の
名
を
賜
る
。
楊
貴
妃
の
い
と
こ
。
は
じ
め
は
宰
相
の
李
林
甫
と
結
託
し
て
い
た
が
、
李
林
甫
が
死
ぬ
と
、
天
宝
十
一
載
（
七
五
二
）

十
一
月
に
右
相
兼
文
部
尚
書
と
な
り
、実
権
を
握
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
六
及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
六
・
外
戚
伝
に
そ
れ
ぞ
れ
列
伝
が
あ
る
。
前
掲
注
（
八
）

の
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
一
・
文
芸
伝
上
・
王
勃
伝
に
は
、
前
引
の
文
に
続
け
て
、

楊
国
忠
為
右
相
、
自
称
隋
宗
、
建
議
復
用
魏
為
三
恪
、
周
・
隋
為
二
王
後
、
酅
・
介
二
公
復
旧
封
、
貶
崔
昌
烏
雷
尉
、
衛
包
夜
郎
尉
、
閻
伯
璵
涪
川
尉
。
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と
す
る
。『
新
唐
書
』
巻
七
一
下
・
宰
相
世
系
表
一
下
の
楊
氏
条
に
よ
る
と
、
楊
国
忠
は
、
後
漢
の
楊
震
の
子
楊
奉
の
八
世
孫
楊
結
の
子
楊
珍
の
末
裔
に
あ
た

る
。
隋
室
楊
氏
も
同
じ
く
後
漢
の
楊
震
か
ら
続
く
弘
農
楊
氏
で
あ
る
こ
と
か
ら
、楊
国
忠
は
自
ら
が
「
隋
の
宗
」、す
な
わ
ち
隋
の
一
族
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、

再
び
周
と
隋
を
二
王
に
戻
す
た
め
の
建
議
を
行
っ
た
と
い
う
。
一
方
、『
冊
府
元
亀
』
巻
四
・
帝
王
部
・
運
歴
門
に
、

（
天
宝
）
十
二
載
（
七
五
三
）
五
月
己
酉
、
復
以
魏
・
周
・
隋
依
旧
為
恪
及
二
王
後
、
其
本
封
韓
公
・
介
・
酅
等
公
如
故
。
…
…
及
是
、
楊
国
忠
根
本
（
李
）

林
甫
之
短
、
乃
奏
曰
、「
周
・
漢
遠
不
当
為
二
王
後
、
衛
包
助
邪
、
独
與
林
甫
計
議
、
大
紊
彝
倫
。」
上
疑
之
、
下
包
獄
案
鞫
。
遂
貶
為
夜
郎
郡
夜
郎
尉
。

崔
昌
為
玉
山
郡
烏
雷
尉
、
並
員
外
置
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
王
に
関
す
る
措
置
に
は
、
楊
国
忠
に
よ
る
李
林
甫
一
派
の
排
除
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

古
よ
り
帝
位
が
交
替
す
る
五
行
の
運
行
に
は
二
説
が
あ
る
。
鄒
衍
は
五
行
相
勝
説
を
正
義
と
し
、
劉
向
は
五
行
相
生
説
を
正
義
と
し
て
説
い
た
。
後
漢
と
三

国
時
代
の
魏
は
ど
ち
ら
も
劉
向
の
説
に
従
っ
た
。
唐
朝
は
隋
朝
の
土
徳
を
継
ぎ
、火
徳
と
し
た
。
衣
服
は
黄
色
を
た
っ
と
び
、旗
と
の
ぼ
り
は
赤
色
を
た
っ
と
び
、

皇
帝
が
着
る
常
服
は
赤
み
が
か
っ
た
黄
色
で
あ
る
。「
赭
黄
」と
は
、黄
色
で
赤
味
が
か
っ
て
い
る
も
の
、あ
る
い
は
シ
ャ
ボ
ク
に
よ
っ
て
染
め
た
も
の
と
い
う
が
、

道
理
と
し
て
取
れ
る
も
の
は
な
い
。
高
宗
の
時
、
王
勃
は
『
大
唐
千
年
暦
』
を
著
し
、「
唐
朝
の
土
徳
は
、
漢
朝
の
火
徳
を
継
い
だ
も
の
で
、
三
国
時
代
の
魏

か
ら
隋
朝
ま
で
の
、
南
北
両
朝
は
、
い
ず
れ
も
統
一
王
朝
で
は
な
い
の
で
、
五
行
の
運
行
の
循
環
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
記
し
た
。
王
勃
の
言
葉

は
実
際
の
事
情
に
適
さ
な
い
の
で
、当
時
の
人
々
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
天
宝
年
間
、長
く
平
和
な
世
の
中
が
続
く
と
、上
書
し
て
議
論
す
る
者
に
は
、

奇
怪
な
事
柄
を
記
し
て
、
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
崔
昌
と
い
う
人
物
は
、
王
勃
が
以
前
に
述
べ
た
説
を
用
い
て
、
つ
い
に
こ
の
説

に
よ
っ
て
（『
五
行
応
運
暦
』
を
作
っ
て
）
朝
廷
に
奏
聞
す
る
と
、
玄
宗
皇
帝
は
こ
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
詔
を
出
し
て
、
唐
朝
は
（
統
一
し
た
王
朝
と
し
て
）

漢
朝
の
後
を
継
い
で
い
る
の
で
、
隋
朝
よ
り
前
の
歷
代
皇
帝
の
子
孫
を
退
け
、
周
と
漢
を
（
唐
朝
の
）
前
々
王
朝
と
前
王
朝
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
王
朝
の
皇
帝

の
子
孫
を
二
王
の
後
と
し
た
。
二
年
の
間
に
、礼
部
が
科
挙
の
進
士
科
の
試
験
で
優
れ
た
「
土
徳
惟
新
賦
」
を
作
ら
せ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

楊
国
忠
が
権
勢
を
握
る
と
、
彼
は
自
ら
が
隋
の
宗
室
と
同
じ
一
族
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
崔
昌
と
当
時
の
議
論
に
加
わ
っ
た
者
た
ち
に
対
し
て
、
そ
の
過
失
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を
と
が
め
て
降
格
し
、
そ
う
し
て
（
隋
の
皇
帝
の
子
孫
で
あ
る
）
酅
公
と
（
北
周
の
皇
帝
の
子
孫
で
あ
る
）
介
公
を
再
び
（
唐
朝
の
）
前
々
王
朝
と
前
王
朝
の

皇
帝
の
子
孫
に
戻
し
た
。

（
髙
瀬　

奈
津
子
）

本
研
究
はJSPS
科
研
費17K

03140

の
助
成
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
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（
八
）

〔
二
〕
封
氏
聞
見
記
・
巻
四
・
降
誕

【
原
文
】

近
代
風
俗
、
人
子
在
膝
下
、
每
生
日
有
酒
食
之
會
。
孤
露
之
後
、
不
宜
以
此
日
爲
歡
會
。
梁
元
帝
少
時
、
每
以
誕
載
之
晨
、
輒
設
齋
講
經
。
洎
阮
脩
容
歿
後
、

此
事
亦
絕
。
太
宗
曾
以
降
誕
日
謂
長
孫
無
忌
曰
、「
今
日
是
朕
生
日
。
俗
云
『
生
日
可
喜
樂
』。
以
吾
之
情
翻
感
思
。」
因
泣
下
。
中
宗
常
以
降
誕
宴
侍
臣
貴
戚

于
內
庭
、
與
學
士
聯
句
柏
梁
體
詩
。
然
則
國
朝
以
來
、
此
日
皆
有
宴
會
。
玄
宗
開
元
十
七
年
、
丞
相
張
說
遂
奏
以
八
月
五
日
爲
千
秋
節
、
百
寮
有
獻
承
露
囊
者
。

是
日
皇
帝
御
樓
張
樂
、傾
城
縱
觀
、天
下
士
庶
皆
爲
賞
樂
。
其
後
又
改
爲
天
長
節
。
肅
宗
因
前
事
、以
降
誕
日
爲
天
平
地
成
節
。
代
宗
雖
不
爲
節
、猶
受
諸
方
進
獻
。

今
上
即
位
、
詔
公
卿
議
。
吏
部
尚
書
顏
眞
卿
準
奏
「
禮
經
及
歷
代
帝
王
無
降
誕
日
、
惟
開
元
中
始
爲
之
。
又
復
本
意
以
爲
節
者
、
喜
聖
壽
無
疆
之
慶
、
天
下
咸

賀
、
故
號
節
曰
「
千
秋
」、
萬
歲
之
後
、
尚
存
此
日
以
爲
節
假
、
恐
乖
本
意
。」
於
是
勅
停
之
。

【
訓
読
】

近
代
の
風
俗
、
人
子
膝
下
に
在
り
て
（
一
）、
生
日
毎
に
酒
食
の
会
有
り
。
孤
露
の
後
（
二
）、
宜
く
此
日
を
以
て
歓
会
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
梁
元
帝
少
き
時
、

每
に
誕
載
の
晨
を
以
て
、
輒
ち
斎
を
設
け
経
を
講
ぜ
し
む
（
三
）。
阮
脩
容
歿
後
に
洎
び
（
四
）、
此
の
事
も
亦
た
絶
ゆ
。
太
宗
曾
て
降
誕
日
を
以
て
長
孫
無
忌

に
謂
ひ
て
曰
く
、「
今
日
は
是
れ
朕
が
生
日
な
り
。
俗
に
云
う
『
生
日
は
喜
楽
す
べ
し
』
と
。
吾
の
情
を
以
て
翻
り
て
感
思
す
」
と
（
五
）。
因
り
て
泣
下
す
。

中
宗
常
に
降
誕
を
以
て
侍
臣
・
貴
戚
を
內
庭
に
宴
し
、
学
士
と
柏
梁
体
詩
を
聯
句
す
（
六
）。
然
ら
ば
則
ち
国
朝
以
来
、
此
日
は
皆
な
宴
会
有
り
（
七
）。
玄
宗

開
元
十
七
年
、
丞
相
張
説
遂
に
八
月
五
日
を
以
て
千
秋
節
と
為
さ
ん
こ
と
を
奏
し
（
八
）、
百
寮
の
承
露
囊
を
献
ず
る
者
有
り
（
九
）。
是
の
日
、
皇
帝
楼
に
御

し
て
楽
を
張
り
、
傾
城
縦
観
す
（
一
〇
）、
天
下
の
士
庶
は
皆
な
賞
楽
を
為
す
。
其
の
後
、
又
た
改
め
て
天
長
節
と
為
す
（
一
一
）。
粛
宗
は
前
事
に
因
り
て
、

降
誕
日
を
以
て
天
平
地
成
節
と
為
す
（
一
二
）。
代
宗
は
節
と
為
さ
ざ
る
と
雖
も
、
猶
お
諸
方
の
進
献
を
受
く
（
一
三
）。
今
上
即
位
し
、
公
卿
に
詔
し
て
議
せ

し
む
。
吏
部
尚
書
顔
真
卿
準
り
て
奏
す
る
に
（
一
四
）「
礼
経
及
び
歷
代
帝
王
に
降
誕
日
無
く
、
惟
だ
開
元
中
に
始
め
て
之
を
為
す
。
又
た
本
意
を
復
す
る
に
、

節
と
為
す
は
、
聖
寿
無
疆
の
慶
を
喜
び
（
一
五
）、
天
下
咸
な
賀
す
る
を
以
て
、
故
に
節
を
号
し
て
「
千
秋
」
と
曰
う
。
万
歳
の
後
、
尚
お
此
の
日
を
存
し
て
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以
て
節
假
と
為
す
は
、
本
意
に
乖
る
を
恐
る
」
と
。
是
に
於
て
勅
も
て
之
を
停
む
。

【
註
釈
】

（
一
）
近
代
の
風
俗
、
人
子
膝
下
に
在
り
て　
　
「
近
代
」
は
遠
く
な
い
過
去
の
時
代
。「
膝
下
」
は
両
親
の
膝
元
の
意
、
転
じ
て
幼
少
の
頃
を
い
う
。

（
二
）
孤
露
の
後　
　
「
孤
露
」
は
保
護
者
の
い
な
い
状
況
、
ま
た
片
親
或
い
は
両
親
に
死
別
し
た
者
。

（
三
）梁
元
帝
少
き
時
、每
に
誕
載
の
晨
を
以
て
、輒
ち
斎
を
設
け
経
を
講
ぜ
し
む　
　
「
梁
元
帝
」は
、南
朝
梁
の
孝
元
帝
・
蕭
繹（
在
位 

五
五
二
〜
五
五
五
）。「
誕

載
」
は
生
ま
れ
た
日
、「
晨
」
は
早
朝
の
こ
と
。「
斎
」
は
お
と
き
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
斎
会
を
い
う
。『
梁
書
』
巻
五
・
元
帝
本
紀
に
は
、

世
祖
孝
元
帝
諱
繹
、
字
世
誠
、
小
字
七
符
、
高
祖
（
武
帝
・
蕭
衍
）
第
七
子
也
。
天
監
七
年
（
五
〇
八
）
八
月
丁
巳
生
。
…
…
承
聖
元
年
冬
十
一
月
丙
子
、

世
祖
即
皇
帝
位
於
江
陵
。
…
…
己
卯
、
立
王
太
子
方
矩
為
皇
太
子
、
改
名
元
良
。
…
…
追
尊
所
生
妣
阮
脩
容
為
文
宣
太
后
。

と
あ
り
、
元
帝
の
生
日
は
八
月
六
日
で
あ
っ
た
。

（
四
）
阮
脩
容
歿
後
に
洎
び　
　
「
阮
脩
容
」
と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
脩
容
」
は
、
宮
中
の
女
官
の
官
階
名
で
、
正
二
品
。
前
掲
註
（
四
）
に
引
く
『
梁
書
』
元
帝

紀
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
阮
脩
容
は
武
帝
・
蕭
衍
（
四
六
四
〜
五
四
九
。
在
位 

五
〇
二
〜
五
四
九
）
の
側
室
で
、
元
帝
の
生
母
で
あ
っ
た
。『
梁
書
』
巻
七
・

阮
脩
容
伝
に
は
、

高
祖
阮
脩
容
諱
令
嬴
、
本
姓
石
、
会
稽
餘
姚
人
也
。
斉
始
安
王
遥
光
納
焉
。
遥
光
敗
、
入
東
昏
宮
。
建
康
城
平
、
高
祖
納
為
綵
女
。
天
監
七
年
八
月
、
生

世
祖
。
尋
拝
為
脩
容
、
常
随
世
祖
出
蕃
。
大
同
六
年
（
五
四
〇
）
六
月
、
薨
于
江
州
内
寝
、
時
年
六
十
七
。
其
年
十
一
月
、
帰
葬
江
寧
県
通
望
山
。
謚
曰

宣
。
世
祖
即
位
、
有
司
奏
追
崇
為
文
宣
太
后
。

と
あ
る
。

（
五
）
太
宗
曾
て
降
誕
日
を
以
て
長
孫
無
忌
に
謂
ひ
て
曰
く
、
…
…
吾
の
情
を
以
て
翻
り
て
感
思
す
」
と　
　
「
太
宗
」
は
唐
太
宗
・
李
世
民
（
五
九
八
〜

六
四
九
。
在
位 

六
二
七
〜
六
四
九
）、
高
祖
・
李
淵
の
第
二
子
、
母
は
太
穆
皇
后
竇
氏
。「
降
誕
日
」
は
皇
帝
の
生
日
の
こ
と
で
、
李
世
民
の
生
日
は
、
隋
・

開
皇
十
七
年
十
二
月
十
六
日
で
あ
る
。
長
孫
無
忌
（
？
〜
六
五
九
）
は
、
字
は
輔
機
、
河
南
洛
陽
人
。
北
斉
・
隋
の
将
軍
で
あ
っ
た
長
孫
晟
の
子
で
、
太
宗
の
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（
一
〇
）

長
孫
皇
后
の
兄
で
も
あ
り
、
皇
戚
で
あ
る
と
同
時
に
元
勲
と
し
て
太
宗
に
仕
え
た
。
太
宗
朝
で
は
尚
書
右
僕
射
、
司
空
・
司
徒
な
ど
の
要
職
を
務
め
、
次
の
高

宗
朝
で
も
宰
相
と
し
て
朝
政
を
補
佐
し
た
が
、
高
宗
の
武
后
立
后
に
反
対
し
、
黔
州
に
左
遷
さ
れ
る
途
中
、
自
ら
縊
死
し
た
。『
旧
唐
書
』
巻
七
、『
新
唐
書
』

巻
一
三
に
伝
が
あ
る
。「
感
思
」
は
、
心
に
感
じ
思
う
の
意
。

（
六
）中
宗
常
に
降
誕
を
以
て
侍
臣
・
貴
戚
を
內
庭
に
宴
し
、学
士
と
柏
梁
体
詩
を
聯
句
す　
　

唐
中
宗
・
李
顕（
六
五
六
〜
七
一
〇
。在
位 

六
八
四
・
一
月
〜
二
月
、

七
〇
五
〜
七
一
〇
）
は
、
高
宗
の
第
七
子
、
母
は
則
天
武
后
。
生
日
は
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）
十
一
月
五
日
）。「
貴
戚
」
は
君
主
の
親
戚
の
意
、「
内
庭
」
は

宮
中
の
こ
と
。「
学
士
」
は
こ
の
と
き
、
修
文
館
学
士
を
さ
す
。
修
文
館
は
別
名
を
弘
文
館
と
も
い
い
、
高
祖
武
徳
四
年
（
六
二
一
）
に
設
置
さ
れ
、
の
ち
太

宗
朝
で
は
弘
文
館
と
改
称
さ
れ
て
、
書
籍
の
収
集
や
整
理
が
行
わ
れ
た
。
中
宗
神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
に
、
中
宗
の
実
兄
で
あ
る
故
太
子
の
李
弘
の
諱
を
避
け

て
「
昭
文
館
」
と
改
称
、
翌
景
龍
二
年
（
七
〇
八
）
四
月
に
再
び
修
文
館
と
改
め
ら
れ
、
大
学
士
四
人
、
直
学
士
八
人
、
学
士
十
二
人
を
置
い
た
。
学
士
に
は

公
卿
ら
か
ら
文
才
の
あ
る
者
が
選
ば
れ
た
。「
柏
梁
体
」
と
は
詩
の
一
種
で
、
前
漢
の
武
帝
が
長
安
に
柏
梁
臺
を
落
成
し
た
と
き
に
、
群
臣
を
集
め
て
作
ら
せ

た
と
さ
れ
る
七
言
聯
句
の
詩
に
由
来
す
る
。「
聯
句
」
は
、
各
人
が
一
句
ず
つ
作
っ
て
一
編
の
詩
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
連
句
と
も
い
う
。

　

漢
武
帝
の
柏
梁
臺
に
つ
い
て
は
、『
三
輔
黄
図
』
巻
五
・
臺
榭
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

柏
梁
臺
、
武
帝
元
鼎
二
年
（
前
一
一
五
）
春
起
。
此
臺
在
長
安
域
中
北
闕
内
。
三
輔
旧
事
云
「
以
香
柏
為
梁
也
、
帝
嘗
置
酒
其
上
、
詔
群
臣
和
詩
、
能
七

言
詩
者
乃
得
上
。
太
初
中
（
前
一
〇
四
）
臺
災
」。

　

な
お
、
中
宗
の
生
日
の
宴
会
で
作
成
さ
れ
た
柏
梁
体
の
聯
句
は
、『
全
唐
詩
』
巻
二
に
、
期
年
は
不
詳
な
が
ら
、
以
下
の
一
句
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
十
月
誕
辰
内
殿
宴
群
臣
效
柏
梁
体
聯
句
」

潤
色
鴻
業
寄
賢
才
（
李
顕
）、
叨
居
右
弼
愧
塩
梅
（
李
嶠
）。

運
籌
帷
幄
荷
時
来
（
宗
楚
客
）、
職
掌
図
籍
濫
蓬
萊
（
劉
憲
）。

両
司
謬
忝
謝
鐘
裴
（
崔
湜
）、
礼
楽
銓
管
效
涓
埃
（
鄭
愔
）。

陳
師
振
旅
清
九
垓
（
趙
彦
昭
）、
欣
承
顧
問
侍
天
杯
（
李
適
）。

銜
恩
献
寿
柏
梁
臺
（
蘇
頲
）、
黄
縑
青
簡
奉
康
哉
（
盧
蔵
用
）。
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（
一
一
）

鯫
生
侍
従
忝
王
枚
（
李
乂
）、
右
掖
司
言
実
不
才
（
馬
懐
素
）。

宗
伯
秩
礼
天
地
開
（
薛
稷
）、
帝
歌
難
続
仰
昭
回
（
宋
之
問
）。

微
臣
捧
日
変
寒
灰
（
陸
景
初
）、
遠
慚
班
左
愧
遊
陪
（
上
官
婕
妤
）。

　

中
宗
の
生
日
は
十
一
月
五
日
な
の
で
、
前
者
の
「
十
月
誕
辰
」
は
十
一
月
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。

（
七
）
然
ら
ば
則
ち
国
朝
以
来
、
此
日
は
皆
な
宴
会
有
り　
　
「
国
朝
」
は
唐
朝
。
な
お
、
唐
皇
帝
の
生
日
は
、『
旧
唐
書
』
の
本
紀
や
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
・

誕
聖
条
等
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
。

高
祖　

北
周
天
和
元
年
（
五
六
六
）
十
一
月
二
十
四
日

太
宗　

隋
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
十
二
月
十
六
日　
　

※
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
で
は
「
開
皇
十
八
年
」

高
宗　

貞
観
二
年
（
六
二
八
）
六
月
十
五
日

中
宗　

顕
慶
元
年
（
六
五
六
）
十
一
月
五
日

睿
宗　

龍
朔
二
年
（
六
六
二
）
六
月
一
日

玄
宗　

垂
拱
元
年
（
六
八
五
）
八
月
五
日

粛
宗　

景
雲
二
年
（
七
一
一
）
九
月
三
日

代
宗　

開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
十
月
十
三
日

徳
宗　

天
宝
元
年
（
七
四
二
）
四
月
十
九
日

順
宗　

上
元
二
年
（
七
六
一
）
正
月
十
二
日

憲
宗　

大
暦
十
三
年
（
七
七
八
）
二
月
十
四
日

穆
宗　

貞
元
十
一
年
（
七
九
五
）
七
月
六
日

敬
宗　

元
和
四
年
（
八
〇
九
）
六
月
七
日　
　

※
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
で
は
「
六
月
九
日
」

文
宗　

元
和
四
年
（
八
〇
九
）
十
月
十
日
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（
一
二
）

武
宗　

元
和
九
年
（
八
一
四
）
六
月
十
二
日　
　

※
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
で
は
「
六
月
十
一
日
」

宣
宗　

元
和
五
年
（
八
一
〇
）
六
月
二
十
二
日

懿
宗　

大
和
七
年
（
八
三
三
）
十
一
月
十
四
日

僖
宗　

咸
通
三
年
（
八
六
二
）
五
月
八
日

昭
宗　

咸
通
八
年
（
八
六
七
）
二
月
二
十
二
日

哀
帝　

景
福
元
年
（
八
九
二
）
九
月
三
日

（
八
）
玄
宗
開
元
十
七
年
、
丞
相
張
説
遂
に
八
月
十
五
日
を
以
て
千
秋
節
と
為
さ
ん
こ
と
を
奏
し　
　

玄
宗
・
李
隆
基
（
六
八
五
〜
七
六
二
。
在
位 

七
一
二
〜

七
五
六
）
は
睿
宗
の
第
三
子
、
母
は
昭
成
皇
后
竇
氏
。
張
説
（
六
六
七
〜
七
三
一
）
は
、
字
は
道
成
、
河
南
洛
陽
人
。
則
天
武
后
の
と
き
に
対
策
に
応
じ
て
、

太
子
校
書
を
授
け
ら
れ
た
。
の
ち
中
宗
・
睿
宗
に
仕
え
、
玄
宗
朝
で
は
開
元
初
に
中
書
令
、
の
ち
開
元
九
年
（
七
二
一
）
に
は
兵
部
尚
書
同
中
書
門
下
平
章
事

と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
張
説
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
だ
が
、『
旧
唐
書
』
巻
八
・
玄
宗
本
紀
に
は
、

（
開
元
十
七
年
）
八
月
癸
亥
（
五
日
）、
上
以
降
誕
日
、
讌
百
僚
于
花
蕚
楼
下
。
百
僚
表
請
以
毎
年
八
月
五
日
為
千
秋
節
、
王
公
已
下
献
鏡
及
承
露
嚢
、
天

下
諸
州
咸
令
讌
楽
、
休
暇
三
日
、
仍
編
為
令
。
従
之
。

と
あ
る
ほ
か
、『
冊
府
元
亀
』
巻
二
・
帝
王
部
・
誕
聖
の
玄
宗
条
に
は
、

開
元
十
七
年
八
月
癸
亥
（
五
日
）、
以
降
誕
之
日
、
大
置
酒
張
楽
、
宴
百
僚
於
花
蕚
楼
下
。
終
宴
、
尚
書
左
丞
相
源
乾
曜
・
右
丞
相
張
説
、
率
文
武
百
官

等
上
表
曰
「
…
…
臣
等
不
勝
大
願
、
請
以
八
月
五
日
為
千
秋
節
、
著
之
甲
令
、
布
於
天
下
、
咸
令
宴
楽
、
休
假
三
日
。
群
臣
以
是
日
献
甘
露
醇
酎
、
上
万

歳
寿
酒
。
王
公
戚
里
、
進
金
鏡
綬
帯
、
士
庶
以
糸
結
承
露
嚢
、
更
相
遺
問
。
村
社
作
寿
酒
宴
楽
、
名
為
賽
白
帝
、
報
田
神
。
…
…
」。
帝
手
詔
報
曰
「
凡

是
節
日
、
或
以
天
気
推
移
、
或
因
人
事
表
記
。
八
月
五
日
、
当
朕
生
辰
、
感
先
聖
之
慶
霊
、
荷
皇
天
之
眷
命
、
卿
等
請
為
令
節
、
上
献
嘉
名
、
勝
地
良
游
、

清
秋
高
興
、
百
穀
方
熟
、
万
宝
以
成
、
自
我
作
古
、
挙
無
越
礼
、
朝
野
同
歓
、
是
為
美
事
。
依
卿
来
請
、
宜
付
所
司
。」

と
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
の
上
表
が
百
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
生
日
に
慶
賀
の
行
事
を
大
々
的
に
行
う
こ
と

は
、
開
元
十
七
年
に
玄
宗
の
生
日
で
あ
る
八
月
五
日
を
誕
節
と
し
た
の
が
嚆
矢
で
あ
る
。
葉
徳
禄
「
唐
帝
誕
辰
祝
賀
考
」（『
輔
仁
学
志
』
九
―
一
、一
九
四
〇
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（
一
三
）

年
）、
池
田
温
「
天
長
節
管
見
」（
同
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。
初
出
は
一
九
八
七
年
）、
張
沢
咸
「
唐
代
的
節
日
」（『
文

史
』
三
七
、一
九
九
三
年
）、
郭
紹
林
「
論
隋
唐
時
期
慶
生
辰
」（『
陝
西
師
範
大
学
報
』
一
九
八
八
―
三
、一
九
八
八
年
）
等
を
参
照
。

（
九
）
百
寮
の
承
露
囊
を
献
ず
る
者
有
り　
　
「
承
露
」
と
は
、
天
露
を
承
け
る
こ
と
。
漢
の
武
帝
が
長
安
・
建
章
宮
に
設
け
た
「
承
露
盤
」
が
有
名
で
、
集
め

た
天
露
を
飲
む
と
、
不
老
長
寿
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。「
囊
」
は
ふ
く
ろ
。

（
一
〇
）
皇
帝
楼
に
御
し
て
楽
を
張
り
、
傾
城
縦
観
す　
　
「
楼
」
は
、
前
掲
註
（
八
）
に
引
く
『
旧
唐
書
』
玄
宗
本
紀
の
記
事
か
ら
、
興
慶
宮
の
花
蕚
楼
と
み

て
よ
い
。「
傾
城
」
は
都
城
が
傾
く
ほ
ど
の
騒
ぎ
を
い
う
。「
縦
観
」
は
自
由
に
観
る
こ
と
。

（
一
一
）
其
の
後
、
又
た
改
め
て
天
長
節
と
為
す　
　

千
秋
節
は
、
天
宝
七
載
（
七
四
八
）
に
「
天
長
節
」
と
改
め
ら
れ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
九
・
玄
宗
本
紀
に

は
「（
天
宝
七
載
）
秋
八
月
己
亥
朔
、
改
千
秋
節
為
天
長
節
」
と
あ
り
、
ま
た
『
冊
府
元
亀
』
巻
二
・
帝
王
部
・
誕
聖
の
玄
宗
条
に
、

天
宝
七
載
七
月
、
文
武
百
官
・
刑
部
尚
書
兼
京
兆
尹
蕭
照
等
及
宗
子
咸
上
表
、
請
改
千
秋
節
為
天
長
節
。
従
之
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
七
月
」
と
し
て
い
る
。

（
一
二
）
粛
宗
は
前
事
に
因
り
て
、
降
誕
日
を
以
て
天
平
地
成
節
と
為
す　
　

粛
宗
・
李
亨
（
七
一
一
〜
七
六
二
。
在
位 

七
五
六
〜
七
六
二
）
は
、
玄
宗
の
第

三
子
、
母
は
元
献
皇
后
楊
氏
。「
前
事
」
は
玄
宗
朝
に
降
誕
日
を
節
日
と
し
た
こ
と
。『
冊
府
元
亀
』
巻
二
・
帝
王
部
・
誕
聖
の
粛
宗
条
に
は
、

粛
宗
…
…
至
徳
元
年
七
月
即
位
、
二
年
九
月
戊
寅
、
以
降
誕
日
、
王
公
已
下
咸
有
進
献
。
帝
以
行
在
不
受
。
…
…
（
乾
元
）
二
年
九
月
丙
寅
、
帝
降
誕
日
、

宴
百
官
於
宣
政
殿
前
、
賜
絹
三
千
匹
。
上
元
二
年
九
月
、
天
成
地
平
節[

臣
欽
若
等
曰
、
史
不
書
置
節
年
月]

、
於
三
殿
置
道
場
。

と
あ
り
、
宋
・
王
欽
若
が
夾
注
に
述
べ
る
よ
う
に
、
節
日
設
置
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
史
料
に
は
み
え
な
い
。
安
史
の
乱
中
で
あ
り
、
ま
た
先
皇
の
玄
宗
が

存
命
中
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、
粛
宗
は
誕
節
を
公
布
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
一
三
）
代
宗
は
節
と
為
さ
ざ
る
と
雖
も
、
猶
お
諸
方
の
進
献
を
受
く　
　

代
宗
・
李
豫
（
七
二
六
〜
七
七
九
。
在
位 

七
六
二
〜
七
七
九
）
は
、
粛
宗
の
長
子

で
、
母
は
章
敬
皇
太
后
呉
氏
。『
冊
府
元
亀
』
巻
二
・
帝
王
部
・
誕
聖
の
代
宗
条
に
は
、

宝
応
元
年
四
月
即
位
。
十
月
、
宰
臣
等
上
言
、「
今
月
十
三
日
、
皇
帝
降
誕
日
。
望
准
天
長
節
休
假
三
日
。」
帝
以
山
陵
未
畢
、
不
許
。
宰
臣
又
上
言
休
假

一
日
。
従
之
。
永
泰
二
年
十
月
降
誕
日
、
諸
道
節
度
使
進
献
珍
玩
・
衣
服
・
名
馬
二
十
余
万
計
、
以
陳
上
寿
。
自
是
以
為
常
。
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（
一
四
）

と
あ
り
、
節
日
の
名
称
は
設
け
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
日
は
休
日
と
し
、
ま
た
各
地
の
節
度
使
よ
り
進
献
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
四
）
今
上
即
位
し
、
公
卿
に
詔
し
て
議
せ
し
む
。
吏
部
尚
書
顔
真
卿
準
り
て
奏
す
る
に　
　
「
今
上
」
は
徳
宗
・
李
适
（
七
四
二
〜
八
〇
五
。
在
位 

七
七
九
〜
八
〇
五
）。
代
宗
の
長
子
で
、
母
は
睿
真
皇
后
沈
氏
。
大
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
五
月
に
、
父
・
代
宗
の
崩
御
に
と
も
な
い
即
位
し
た
。

　

顔
真
卿
（
七
〇
九
〜
七
八
五
）
は
、
字
は
清
臣
、
琅
耶
臨
沂
人
。
開
元
二
十
五
年
（
七
三
七
）
に
進
士
に
及
第
し
て
官
途
に
つ
き
、
玄
宗
朝
で
殿
中
侍
御
史

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
粛
宗
朝
で
憲
部
（
刑
部
）
尚
書
、
代
宗
朝
で
撫
州
・
湖
州
刺
史
等
を
務
め
た
の
ち
中
央
に
戻
っ
て
吏
部
尚
書
と
な
り
、
代
宗
崩
御
の
際
に
は

礼
儀
使
を
兼
任
し
て
代
宗
葬
儀
の
責
任
者
を
務
め
た
。
顔
真
卿
が
吏
部
尚
書
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、
代
宗
大
暦
十
三
年
（
七
七
八
）
三
月
か
ら
、
徳
宗
建
中
元

年
（
七
八
〇
）
八
月
の
間
で
あ
る
。

　

徳
宗
の
降
誕
日
は
、
四
月
十
九
日
で
あ
り
、
こ
の
議
は
大
暦
十
四
年
五
月
の
徳
宗
即
位
か
ら
、
顔
真
卿
が
吏
部
尚
書
を
辞
め
る
建
中
元
年
八
月
ま
で
の
間
に

行
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
他
史
料
に
見
え
ず
不
詳
。

（
一
五
）
本
意
を
復
す
る
に
、
節
と
為
す
は
、
聖
寿
無
疆
の
慶
を
喜
び
、
天
下
咸
賀
す
る
を
以
て　
　
「
本
意
」
は
本
来
の
意
味
。「
聖
寿
無
疆
」
は
皇
帝
の
寿

命
が
無
限
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、『
唐
会
要
』
巻
二
九
・
節
日
条
に
は
、

元
和
二
年
…
…
其
年
二
月
、
御
史
大
夫
李
元
素
・
太
常
卿
高
郢
等
上
言
、「
玄
宗
・
粛
宗
降
誕
日
、
據
太
常
博
士
王
涇
奏
、『
按
礼
経
及
歷
代
典
故
、
竝
無

降
誕
日
為
節
假
之
説
。
惟
国
朝
開
元
十
七
年
、
左
丞
相
源
乾
曜
、
以
八
月
五
日
是
玄
宗
降
誕
之
辰
、
請
以
此
日
為
千
秋
節
、
休
假
一
日
。
群
臣
因
献
甘
露

万
歳
酎
酒
。
士
庶
村
社
宴
楽
、
由
是
天
下
以
為
常
。
乾
元
元
年
、
太
子
太
師
韋
見
素
、
以
九
月
三
日
粛
宗
降
誕
之
辰
、
又
請
以
此
日
為
天
平
地
成
節
、
休

假
一
日
。
自
後
代
宗
・
德
宗
・
順
宗
即
位
、
雖
未
別
置
節
日
、
每
至
降
誕
日
、
天
下
亦
皆
休
假
。
臣
以
為
乾
曜
・
見
素
等
所
奏
以
為
節
假
者
、
蓋
当
時
臣

子
之
心
、
喜
君
父
聖
寿
無
疆
、
以
為
栄
慶
。
今
園
陵
既
修
、
升
祔
将
畢
、
謹
尋
礼
意
、
不
合
更
存
休
假
之
名
。
請
付
尚
書
省
集
百
官
與
学
官
参
議
。』
敕

宜
依
者
。
臣
等
聞
君
子
名
之
必
可
言
、
言
之
必
可
行
。
故
可
言
不
可
行
、
君
子
不
言
。
伏
以
玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
・
徳
宗
・
順
宗
五
聖
、
威
霊
在
天
已
久
、

而
当
時
慶
誕
猶
存
、
正
可
言
不
可
行
之
礼
、
請
依
王
涇
奏
議
、
竝
停
。」
制
可
。

と
あ
り
、
本
訳
注
で
底
本
と
す
る
『
封
氏
聞
見
記
校
証
附
引
得
』
で
は
、
こ
こ
に
み
え
る
王
涇
の
奏
文
の
内
容
が
、『
封
氏
聞
見
記
』
の
本
条
に
あ
る
顔
真
卿
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（
一
五
）

の
奏
文
と
類
似
す
る
点
を
指
摘
し
て
「
此
王
涇
奏
與
封
氏
所
記
顔
真
卿
奏
甚
類
。
恐
為
一
事
両
伝
」
と
述
べ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

近
代
の
風
俗
で
は
、
人
が
ま
だ
幼
少
の
頃
は
、
誕
生
日
ご
と
に
食
事
会
を
開
く
の
だ
が
、
独
り
立
ち
す
れ
ば
こ
の
日
に
宴
会
を
行
う
こ
と
は
し
な
い
。
梁
の
元

帝
が
若
い
と
き
に
は
、
誕
生
日
（
の
午
前
中
）
に
斎
会
を
設
け
て
仏
経
を
講
義
さ
せ
て
い
た
が
、（
生
母
の
）
阮
脩
容
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
は
、
こ
の
事
も
取

り
や
め
と
な
っ
た
。
太
宗
は
か
つ
て
誕
生
日
に
長
孫
無
忌
に
「
今
日
は
朕
の
生
日
で
あ
る
。
俗
に
「
生
日
は
楽
し
く
過
ご
す
べ
き
だ
」
と
い
う
。
し
か
し
我
が

心
は
、
か
え
っ
て
（
昔
を
思
い
出
し
て
）
感
慨
に
痛
む
の
だ
」
と
言
い
、
涙
を
流
し
た
。
中
宗
は
誕
生
日
に
皇
族
ら
を
宮
中
に
（
招
い
て
）
宴
し
、
学
士
ら
と

柏
梁
体
詩
を
聯
句
し
た
。
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
朝
以
来
、
こ
の
日
は
皆
な
宴
会
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
開
元
十
七
年
、
丞
相
の
張
説
が
、
八

月
五
日
の
降
誕
日
を
千
秋
節
と
し
、
百
官
が
承
露
嚢
を
（
皇
帝
に
）
献
上
す
る
こ
と
を
奏
上
し
た
。
こ
の
日
、
皇
帝
は
楼
（
花
蕚
楼
）
に
登
っ
て
音
楽
を
演
奏

さ
せ
、
都
の
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
を
観
覧
し
、
天
下
の
士
人
も
庶
民
も
、
皆
な
音
楽
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の
後
、（
千
秋
節
は
）
ま
た
天
長
節
と
改
め
ら
れ
た
。

粛
宗
は
前
朝
に
な
ら
っ
て
誕
生
日
を
天
平
地
成
節
と
し
た
。
代
宗
は
節
と
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
各
地
（
の
藩
鎮
）
か
ら
進
献
を
受
け
た
。
今
上
陛
下
が

即
位
さ
れ
る
と
、
公
卿
ら
に
詔
し
て
議
論
さ
せ
た
。
吏
部
尚
書
の
顔
真
卿
は
「
礼
経
や
歴
代
帝
王
を
み
ま
し
て
も
、
帝
王
に
は
降
誕
日
の
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
開
元
中
に
初
め
て
こ
れ
を
作
っ
た
の
で
す
。
ま
た
そ
の
本
来
の
意
味
を
考
え
ま
す
に
、
節
と
す
る
の
は
、（
陛
下
の
）
聖
寿
が
無
限
で
あ
る
こ
と
を
喜
び
、

天
下
が
み
な
賀
す
る
こ
と
を
以
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
節
を
「
千
秋
」
と
号
す
の
で
す
。
万
歳
の
後
、
な
お
こ
の
日
を
休
日
と
す
る
こ
と
は
、
本
来
の
意
義
に
反
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
（
陛
下
は
）
敕
に
よ
っ
て
こ
れ
を
お
や
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
江
川　

式
部
）
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


